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◎議案第１号 財産の取得について 

 

取得を予定する防災ラジオは，一般的なラジオとは異なり，到達性及び建物

浸透性に優れた２８０ＭＨｚのポケベル周波数帯の電波を受信する２８０ＭＨ

ｚデジタル同報無線システムの専用端末となっております。 

このシステムは，送信局となる無線機の出力が２００Ｗで最適なポイントに

設置することで，広域受信圏の形成が可能となり，これにより複数自治体での

共同利用，共同負担が可能となるもので，当市におきましてもこの送信局につ

いては隣接する坂東市と共同で整備を進めているところです。 

また，このシステムは，情報発信拠点となる市庁舎と中央配信局となる東

京テレメッセージ株式会社との間の通信を地上回線と衛星回線の２重の回線

によりつないでおりますので，非常時においても衛星回線によって通信が可

能となり，かつ，受信機となる防災ラジオについてもアンテナ設置工事が不

要で，容易に持出が可能となるものであることから非常時通信システムとし

て最適なものと考えております。 

今回は，防災情報配信用として防災ラジオ４，０００台を取得し，指定避

難所に配備するほか，希望する市民に対して有償で配布を予定しております。 

この防災ラジオは，２８０ＭＨｚデジタル同報無線システムを運用する東

京テレメッセージ株式会社のみが販売しているものであることから，同社と

７千９百２０万円で随意契約の方法により仮契約を締結いたしました。 

この防災ラジオの取得は，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定に該当しますので，地方自治法第９６条第

１項第８号の規定により議会の議決をお願いするものです。 
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◎議案第２号 常総市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

この条例は，職員の服務の宣誓の実施方法について，所要の改正を行うもの

です。 

職員の服務の宣誓にあっては，新たに職員となった者は，職務に従事する前

に任命権者又は任命権者の指定する職員の面前において宣誓書へ署名し，及び

押印することとされておりますが，職員の服務の宣誓の実施方法を見直すこと

とし，対面での手続及び宣誓書への押印を不要とする改正を行います。 
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○常総市職員の服務の宣誓に関する条例 

昭和２７年３月３１日 

条例第１４０号 

（この条例の目的）（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３１条の規

定に基づき，職員の服務の宣誓に関し，規定することを目的必要な事項を定め

るものとする。 

（職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は，任命権者又は任命権者の定める上級の公務員

の面前において，別記様式による宣誓書に署名しなければならない署名し，こ

れを任命権者に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による宣誓宣誓書の提出をしてからでなければ，職員は，その職

務を行ってはならない。 

第３条 地震，火災，水害又はこれらに類する緊急の事態に際し，任命権者にお

いて必要ある場合においては，前条第２項の規定にかかわらず，宣誓を行う前

宣誓書の提出前においても職員にその職務を行わせることができる。 

（権限の委任） 

第４条 この条例に定めるものを除くほか，職員の服務の宣誓に関し必要な事項

は，任命権者が定めることができる。 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ この条例施行後３０日以内に新たに職員となった者は，第２条の規定にかか

わらず，この条例施行後３０日間は宣誓を行う前においても，その職務を行う

ことができる。 

３ 第２条，第３条及び第４条中「任命権者」とあるのは，県費負担教職員にあ

っては「教育委員会」と読み替えるものとする。 

附 則（昭和３１年条例第２３号） 

この条例は，昭和３１年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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◎議案第３号 常総市税条例の一部を改正する条例について 

 

この条例は，令和３年度税制改正に伴い，常総市税条例において必要となる

改正を行おうとするものです。 

まず，健康の保持増進及び疾病の予防に対する取組を行っている方が自己又

は生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支

払った場合の医療費控除の特例いわゆるセルフメディケーション税制の適用期

間を５年間延長し，令和９年度まで個人住民税の所得控除を受けることができ

ることといたします。 

次に，地方税法の改正により浸水の防止を図るために取得する一定の償却資

産に係る固定資産税の特例措置が設けられ，同法の定める範囲内で市が条例で

課税標準額の特例割合を定めることができることとなったことから，当該償却

資産に係る特例割合は，３分の１といたします。 

これらの改正のほか，地方税法の改正に伴う所要の改正を行うことといたし

ます。 
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○常総市税条例 

昭和３３年１０月１１日 

条例第１３号 

目次 略 

第１章 総則 

第１節 通則 

（課税の根拠） 

第１条 市税の税目，課税客体，課税標準，税率その他賦課徴収については，法

令その他別に定めがあるもののほか，この条例の定めるところによる。 

第２条～第２５条 略 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第２６条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては，市民税（第２号に該当

する者にあっては，第５４条の２の規定により課する所得割（以下「分離課税

に係る所得割」という。）を除く。）を課さない。ただし，法の施行地に住所

を有しない者については，この限りでない。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による生活扶助を受けて

いる者 

(2) 障害者，未成年者，寡婦又はひとり親（これらの者の前年の合計所得金額

が１３５万円を超える場合を除く。） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち，前年の合

計所得金額が２８万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢１６歳未

満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）の数に１を

加えた数を乗じて得た金額に１０万円を加算した金額（その者が同一生計配偶

者又は扶養親族を有する場合には，当該金額に１６万８千円を加算した金額）

以下である者に対しては，均等割を課さない。 

第２７条～第３４条の６ 略 

（寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が，前年中に法第３１４条の７第１項第１号

若しくは第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭で別表に掲

げるものを支出した場合には，同項に規定するところにより控除すべき額（当

該納税義務者が前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した

場合にあっては，当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この

項において「控除額」という。）をその者の第３４条の３及び前条の規定を適
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用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において，当該控

除額が当該所得割の額を超えるときは，当該控除額は，当該所得割の額に相当

する金額とする。 

(1) 所得税法第７８条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金 

(2) 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１号に規定する

独立行政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らか

なものを除き，当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(3) 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行政法人に対す

る寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き，当該

法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(4) 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人に対する寄附金（法第３

１４条の７第１項第２号に掲げるものを除く。及び出資に関する業務に充て

られることが明らかなものを除き，当該法人の主たる目的である業務に関連

するものに限る。） 

(5) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益財団法

人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第１５５号）附

則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の

所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含

む。）に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなもの

を除き，当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(6) 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人に対する寄附金（出

資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き，当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。） 

(7) 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人に対する寄附金

（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるものを除く。及び出資に関する業

務に充てられることが明らかなものを除き，当該法人の主たる目的である業

務に関連するものに限る。） 

(8) 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更生保護法人に対する寄附金

（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き，当該法人の主

たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(9) 所得税法第７８条第３項に規定する特定公益信託の信託財産とするために

支出した金銭 

(10) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項
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に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄附をした者に特別の利益

が及ぶと認められるもの，出資に関する業務に充てられることが明らかなも

の及び法第３１４条の７第１項第４号の規定による寄附金を除く。） 

２ 前項の特例控除額は，法第３１４条の７第１１項（法附則第５条の６第２項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に定めるところにより計算

した金額とする。 

第３５条～第３７条の３の２ 略 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第３７条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公

的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって，扶養親族

（控除対象扶養親族を除く年齢１６歳未満の者に限る。）を有する者（以下こ

の条において「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，

当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する

公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）か

ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めると

ころにより，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経

由して，市長に提出しなければならない。 

(1) 当該公的年金等支払者の名称 

(2) 扶養親族の氏名 

(3) その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払

者を経由して提出する場合において，当該申告書に記載すべき事項がその年の

前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条

の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは，公的

年金等受給者は，当該公的年金等支払者が所得税法第２０３条の６第２項に規

定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り，施行規則で定めるところに

より，前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に代

えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書を提出することができる。 

３ 第１項の場合において，同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべ

き公的年金等支払者に受理されたときは，その申告書は，その受理された日に
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市長に提出されたものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は，第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公

的年金等支払者が令第４８条の９の７の３において準用する令第８条の２の２

に規定する要件を満たす場合には，施行規則で定めるところにより，当該申告

書の提出に代えて，当該公的年金等支払者に対し，当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については，同項

中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と，「公的年金等支

払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」

と，「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

第３７条の４～第１３３条の７ 略 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行し，昭和３３年度分の市税から適用する。

ただし，市民税の税率は昭和３４年度から，木材引取税の税率は昭和３３年７

月１日から適用する。 

第２条～第６条の２の３ 略 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第６条の３ 当分の間，市民税の所得割を課すべき者のうち，その者の前年の所

得について第３３条の規定により算定した総所得金額，退職所得金額及び山林

所得金額の合計額が，３５万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢

１６歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）の

数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０万円を加算した金額（その者が同一

生計配偶者又は扶養親族を有する場合には，当該金額に３２万円を加算した金

額）以下である者に対しては，第２５条第１項の規定にかかわらず，市民税の

所得割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。 

２ 当分の間，法附則第３条の３第５項に規定するところにより控除すべき額を，

第３４条の３及び第３４条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第３５条の２第１項の規定の適用につ

いては，同項中「前３条」とあるのは，「前３条並びに附則第６条の３第２項」

とする。 

第７条～第１２条 略 
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（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１２条の２ 法附則第１５条第２項第１号に規定する市町村の条例で定める割

合は，２分の１とする。 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市町村の条例で定める割合は，４分

の３とする。 

３ 法附則第１５条第１６項に規定する市町村の条例で定める割合は，５分の３

（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に規定する特

定都市再生緊急整備地域における法附則第１５条第１６項に規定する市町村の

条例で定める割合は，２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２３項に規定する市町村の条例で定める割合は，２分の１

とする。 

５ 法附則第１５条第２４項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は，３

分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は，２

分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２４項第３号に規定する市町村の条例で定める割合は，２

分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は，３

分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は，２

分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，４分の３とする。 

１５ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，４分の３とする。 
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１６ 法附則１５条第２７項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１７ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，２分の１とする。 

１９ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は，２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３０項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の

２とする。 

２１ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合は，２分の

１とする。 

２２ 法附則第１５条第３５項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の

２とする。 

２３ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の

２とする。 

２４ 法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の

１とする。 

２４２５ 法附則第１５条の８第２項に規定する市町村の条例で定める割合は，

３分の２とする。 

２５２６ 法附則第６４条に規定する市町村の条例で定める割合は，零とする。 

第１２条の３～第２２条 略 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第２３条 平成３０年度から令和４年度令和９年度までの各年度分の個人の市民

税に限り，法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第３４条の

２の規定による控除については，その者の選択により，同条中「同条第１項」

とあるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と，「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４

条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として，同条の規定を適用する

ことができる。 

第２４条～第３２条 略 

中略 

附 則（令和２年条例第２７号） 抄 
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(施行期日) 

第１条 この条例は，令和２年１０月１日から施行する。ただし，次の各号に掲

げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

附 則（令和３年条例第１２号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第 号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和４年１月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げ

る規定は，当該各号に定める日から施行する。 

(1) 常総市税条例第２６条第２項及び第３７条の３の３第１項の改正規定並び

に同条例附則第６条の３第１項の改正規定並びに次条第２項の規定 令和６

年１月１日 

(2) 附則第３条の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和

３年法律第 号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

(3) 常総市税条例附則第１２条の２の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法

等の一部を改正する法律（令和３年法律第３１号）の施行の日 
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◎議案第４号 常総市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につい

て 

 

本案は，地方税法の規定に基づき固定資産の価格に関する不服の審査の手続

等を定める常総市固定資産審査評価審査委員会条例について，納税者の負担の

軽減を図るとともに，事務執行の効率化を図るため，審査申出書等への署名押

印を廃止する改正を行うものです。 

この改正により審査の申出をしようとする者が提出する「審査申出書」への

押印並びに審査申出者が口頭審理において提出する「口述書」への署名及び押

印が不要となるほか，委員会において作成する「調書」について，署名及び押

印が不要となります。 
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○常総市固定資産評価審査委員会条例 

昭和２６年９月２８日 

条例第１３４号 

目次 略 

第１条～第３条 略 

第３章 審査の申出 

（審査の申出） 

第４条 法第４３２条の規定による審査の申出は，審査申出書正副２通を委員会

に提出してしなければならない。 

２ 審査申出書には，次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所 

(2) 審査の申出に係る処分の内容 

(3) 審査の申出の趣旨及び理由 

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては，その旨 

(5) 審査の申出の年月日 

３ 審査申出人が，法人その他の社団若しくは財団であるとき，総代を互選した

とき，又は代理人によって審査の申出をするときは，審査申出書には，前項各

号に掲げる事項のほか，その代表者若しくは管理人，総代又は代理人の氏名及

び住所又は居所を記載し，行政不服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）

第３条第１項に規定する書面を添付しなければならない。 

４ 審査申出書には，審査申出人（審査申出人が法人その他の社団又は財団であ

るときは，代表者代表者又は管理人，総代を互選したときは総代，代理人によ

って審査の申出をするときは代理人）が押印しなければならない。 

５４ 審査申出人は，審査申出書（添付書類を含む。）の提出後，その記載事項

に変更を生じた場合においては，直ちに，当該変更に係る事項を書面で委員会

に届け出なければならない。 

６５ 審査申出人は，代表者若しくは管理人，総代又は代理人がその資格を失っ

たときは，書面でその旨を委員会に届け出なければならない。 

（審査申出書の受理及び却下） 

第５条 委員会は，審査申出書が提出された場合においては，速やかに，その記

載事項，提出期限その他の事項について調査をしなければならない。 

２ 委員会は，前項の調査の結果，審査申出書がその提出期限内に提出されたも

のであり，かつ，適法な方式を備えているものである場合においては，これを
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受理しなければならない。 

３ 委員会は，第１項の調査の結果，審査申出書の記載事項に欠陥がある場合に

おいては，５日以内の期間を定めて，審査申出人にその欠陥を補正させなけれ

ばならない。 

４ 委員会は，審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に，却下した

場合においてはその旨を審査申出人に，それぞれ，通知しなければならない。 

第４章 審査の手続 

（書面審理） 

第６条 委員会は，書面審理を行う場合においては，市長に対し審査申出書の副

本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し，期限を定めて，正副

２通の弁明書の提出を求めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法

律（平成１４年法律第１５１号。以下「情報通信技術活用法」という。）第６

条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により

弁明がされた場合には，前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。 

３ 委員会は，弁明書の提出があった場合においては，審査申出人に対しその副

本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。 

４ 審査申出人は，弁明書の副本の送付を受けたときは，これに対する反論書を

提出することができる。この場合においては，委員会が定めた期間内にこれを

提出しなければならない。 

５ 委員会は，審査申出人から反論書の提出があったときは，これを市長に送付

しなければならない。 

（審査申出人の口頭による意見陳述） 

第７条 委員会は，法第４３３条第２項ただし書の規定により審査申出人に口頭

で意見を述べる機会を与える場合には，あらかじめ，その日時及び場所を審査

申出人に通知しなければならない。 

２ 書記は，前項の規定による意見陳述について調書を作成しなければならない。 

３ 前項の調書には，次に掲げる事項を記載し，意見を聴いた委員及び調書を作

成した書記がこれに署名押印しなければならない記載しなければならない。 

(1) 事案の表示 

(2) 意見の内容 

(3) 意見を聴いた委員及び調書を作成した書記の氏名 

(3)(4) その他必要な事項 



議案第４号関係 

17 

（口頭審理） 

第８条 口頭審理の指揮は，委員会が指定する審査長が行う。 

２ 委員会は，口頭審理を行う場合においては，その都度，口頭審理の日時及び

場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。 

３ 委員会は，必要があると認める場合においては，関係者相互の対質を求める

ことができる。 

４ 委員会は，関係者（審査申出人及び市長を除く。）に対し，その請求により

口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。 

５ 前項の口述書には，次に掲げる事項を記載し，提出者がこれに署名押印しな

ければならない記載しなければならない。 

(1) 提出者の住所及び氏名 

(2) 提出の年月日 

(3) 証言すべき事項 

６ 委員会は，口頭審理を終了するに先だって，審査申出人に対して，意見を述

べ，かつ，必要な資料を提出する機会を与えなければならない。 

７ 書記は，口頭審理について調書を作成しなければならない。 

８ 前項の調書には，次に掲げる事項を記載し，審理を行った委員及び調書を作

成した書記がこれに署名押印しなければならない記載しなければならない。 

(1) 事案の表示 

(2) 審理の場所及び年月日 

(3) 出席した関係者の住所及び氏名 

(4) 審理の要領 

(5) 審理を行った委員及び調書を作成した書記の氏名 

(5)(6) その他必要な事項 

（実地調査） 

第９条 書記は，実地調査について調書を作成しなければならない。 

２ 前項の調書には，次に掲げる事項を記載し，調査を行った委員及び調書を作

成した書記がこれに署名押印しなければならない記載しなければならない。 

(1) 事案の表示 

(2) 調査の場所及び年月日 

(3) 調査の結果 

(4) 調査を行った委員及び調書を作成した書記の氏名 

(4)(5) その他必要な事項 
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第１０条～第１１条 略 

（議事についての調書） 

第１２条 書記は，第７条から第９条までに規定するもののほか，委員会の議事

について調書を作成しなければならない。 

２ 前項の調書には，次に掲げる事項を記載し，議事に関与した委員及び調書を

作成した書記がこれに署名押印しなければならない記載しなければならない。 

(1) 事案の表示 

(2) 会議の場所及び年月日 

(3) 会議の要領 

(4) 議事に関与した委員及び調書を作成した書記の氏名 

(4)(5) その他必要な事項 

（決定書の作成） 

第１３条 委員会は，審査の決定をする場合においては，次に掲げる事項を記載

し，委員会が記名及び押印をした決定書を作成しなければならない。 

(1) 主文 

(2) 事案の概要 

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨 

(4) 理由 

２ 法第４３３条第１２項の通知は，審査申出人に対しては前項の決定書の正本

をもって，市長に対してはその副本をもって，これをしなければならない。 

（審査の秩序維持） 

第１４条 委員会は，審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。 

第５章 雑則 

（関係者に対する費用弁償） 

第１５条 法第４３３条第７項の規定によって関係者（審査申出人及び市長を除

く。）に対し出席及び証言を求めた場合においては，当該関係者に対して，証

人等その他の者に対する実費弁償に関する条例（昭和４０年水海道市条例第８

号）の規定による費用を弁償するものとする。 

（固定資産評価審査委員会規程への委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか，審査の手続，記録の保存その他審査に

関し必要な事項は，固定資産評価審査委員会規程で定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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中略 

附 則（令和２年条例第２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（令和３年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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◎議案第５号 常総市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

本案は，新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において，新型コロナウイ

ルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して，介護保険料

の減免を行う旨の方針が示されたことを踏まえ，国の財政支援の対象となる基

準に基づき，令和２年度と同様に今年度も引き続き介護保険料の減免を実施す

るための改正を行うものです。 

減免の対象となる介護保険料は，令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に普通徴収の納期限又は特別徴収対象年金給付の支払日が設定され

ている保険料とし，介護保険料の減免の割合は前年度同様となります。 

また，令和３年度分の介護保険料の減免にあっては，減免対象者の所得指標

として用いる合計所得金額について，税制改正に伴う所得指標の見直しを反映

させた後の合計所得金額とすることとし，必要となる用語の整理等に係る改正

を行います。 
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○常総市介護保険条例 

平成１２年３月２７日 

条例第１４号 

目次 

第１章 市が行う介護保険（第１条） 

第２章 介護認定審査会（第２条・第３条） 

第３章 保健福祉事業（第４条・第５条） 

第４章 保険料（第６条―第１７条） 

第５章 介護保険運営協議会（第１８条・第１９条） 

第６章 罰則（第２０条―第２４条） 

附則 

第１章 市が行う介護保険 

第１条 常総市が行う介護保険については，法令に定めがあるもののほか，この

条例の定めるところによる。 

第２条～第６条 

（保険料率） 

第７条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は，次の各号

に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第

３９条第１項第１号に掲げる者 ３３，６００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４６，８００円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４６，８００円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６０，０００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６６，０００円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７９，２００円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３

４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，

第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合にあっては当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合に

あっては零とする。以下この項において附則第１２条第１項第２号を除き，
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以下同じ。）が１２０万円未満であり，かつ，前各号のいずれにも該当し

ないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ，第８号イ，第

９号イ，第１０号イ若しくは第１１号イに該当する者を除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８６，４００円 

ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ，第９号イ，第

１０号イ若しくは第１１号イに該当する者を除く。） 

(8) 次のいずれかに該当する者 ９８，４００円 

ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ，第１０号イ若

しくは第１１号イに該当する者を除く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者 １１１，６００円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４００万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第１１

号イに該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 １３２，０００円 

ア 合計所得金額が４００万円以上６００万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を
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除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １４７，６００円 

ア 合計所得金額が６００万円以上８００万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 １６４，４００円 

２ 令第３９条第５項の規定による第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る前項第１号に該当する者の令和３年度から令和５年度までの各年度にお

ける保険料率は，同号の規定にかかわらず，２０，４００円とする。 

３ 前項の規定は，第１項第２号に該当する者の令和３年度から令和５年度まで

の各年度における保険料率について準用する。この場合において前項中「２０，

４００円」とあるのは「３１，２００円」と読み替えるものする。 

４ 第２項の規定は，第１項第３号に該当する者の令和３年度から令和５年度ま

での各年度における保険料率について準用する。この場合において第２項中

「２０，４００円」とあるのは「４４，４００円」と読み替えるものとする。 

第８条～第１４条 略 

（保険料の徴収猶予） 

第１５条 市長は，次の各号のいずれかに該当する事由によりその納付すべき保

険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合におい

ては，第１号被保険者又は連帯納付義務者の申請によってその納付することが

できないと認められる金額を限度として，６月以内の期間を限って徴収を猶予

することができる。 

(1) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災，

風水害，火災その他これらに類する災害により，住宅，家財又はその他の財

産について著しい損害を受けたとき。 

(2) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき，

又はその者が心身に重大な障害を受け，若しくは長期間入院したことにより，

その者の収入が著しく減少したとき。 

(3) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又

は業務の休廃止，事業における著しい損失，失業等により著しく減少したと

き。 
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(4) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ，

冷害，凍霜害等による農作物の不作，不漁その他これに類する理由により著

しく減少したとき。 

(5) 第１号被保険者が法第６３条の規定の適用を受けることとなったとき。 

２ 前項の申請をする者は，次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要

とする理由を証明する書類を添付して，市長に提出しなければならない。 

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所 

(2) 納期限及び保険料の額 

(3) 徴収猶予を必要とする理由 

（保険料の減免） 

第１６条 市長は，前条第１項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると

認められるものに対し，保険料を減額し，又は免除することができる。 

２ 前項の規定による保険料の減額又は免除（以下「減免」という。）を受けよ

うとする者は，普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納

期限前７日までに，特別徴収の方法により保険料を徴収されている者について

は特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の１５日までに，次に掲げる

事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して，

市長に提出しなければならない。 

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所 

(2) 納期限及び保険料 

(3) 減免を受けようとする理由 

３ 第１項の規定により減免を受けた者は，その理由が消滅したときは，直ちに

その旨を市長に申告しなければならない。 

第１７条～第２４条 略 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成１２年４月１日から施行する。ただし，第２条，第３

条の規定は，公布の日から施行する。 

第２条～第１１条 略 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等にお

ける保険料の減免） 

第１２条 令和２年２月１日から令和３年３月３１日令和４年３月３１日までの

間に納期限（特別徴収の場合にあっては，特別徴収対象年金給付の支払日。以
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下この項において同じ。）が定められている保険料（第１号被保険者の資格を

取得した日から１４日以内に法第１２条第１項の規定による届出が行われなか

ったため令和２年２月１日以降に納期限が定められている保険料であって，当

該届出が第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以内に行われていたな

らば同年２月１日前に納期限が定められるべきものを除く。）の減免について

は，次の各号のいずれかに該当する者は，第１６条第１項に規定する保険料の

減免の要件を満たすものとして，同項の規定を適用する。 

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第

１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において「新型

コロナウイルス感染症」という。）新型コロナウイルス感染症（感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号にお

いて同じ。）により，第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持す

る者（以下「主たる生計維持者」という。）が死亡し，又は重篤な傷病を負

ったこと。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により，第１号被保険者の属する世帯の

生計を主として維持する者主たる生計維持者の事業収入，不動産収入，山林

収入又は給与収入（以下この号において「事業収入等」という。）の減少が

見込まれ，次のア及びイに該当すること。 

ア 事業収入等のいずれか主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少

額（保険金，損害賠償等により補填されるべき金額があるときは，当該金

額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の１０分の３以上であるこ

と。 

イ 減少すること主たる生計維持者の合計所得金額（令第２２条の２第１項

に規定する合計所得金額をいう。）のうち，減少することが見込まれる事

業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であるこ

と。 

２ 前項の場合における第１６条第２項の規定の適用については，同項中「提

出しなければならない」とあるのは，「提出しなければならない。ただし，

市長は，これにより難い事情があると認めるときは，別に申請期限を定める

ことができる」とする。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１３条 第１号被保険者のうち，令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４
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０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保

険料率の算定についての第７条第１項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９

号ア，第１０号ア及び第１１号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は，同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは，「所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に

規定する公的年金等に係る所得の合計額については，同法第２８条第２項の規

定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算し

た金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には

零とする。）によるものとし，租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は，令和４年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において，同項中「令和２年」とあるのは，「令和３年」と読み替えるも

のとする。 

３ 前項の規定は，令和５年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において，同項中「令和２年」とあるのは，「令和４年」と読み替えるも

のとする。 

中略 

附 則（平成２９年条例第８号） 

この条例は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市介護保険条例の規定は，平成３０年度以降の年度分の保険料

から適用し，平成２９年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例に

よる。 

附 則（令和元年条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，改正後の第７条及び次項の規定は，平成

３１年４月１日から適用する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市介護保険条例の規定は，令和元年度分の保険料から適用し，

平成３０年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 
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附 則（令和２年条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，改正後の第７条及び次項の規定は，令和

２年４月１日から適用する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市介護保険条例の規定は，令和２年度分の保険料から適用し，

令和元年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

附 則（令和２年条例第２８号） 

この条例は，公布の日から施行し，改正後の附則第１２条の規定は，令和２年

２月１日から適用する。 

附 則（令和３年条例第２号） 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市介護保険条例の規定は，令和３年度以降の年度分の保険料か

ら適用し，令和２年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

附 則（令和３年条例第 号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，改正後の附則第１２条第１項及び次項の

規定は，令和３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和２年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第１２条

第１項の規定の適用については，同項第２号イ中「令第２２条の２第１項」と

あるのは，「健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８

１号）第７条の規定による改正前の令第２２条の２第１項」とする。 
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◎議案第６号 常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する

国民健康保険税の減免措置については，令和２年度から実施しているところで

すが，令和３年度も引き続き国から財政支援が行われることとされ，当該財政

支援の算定基準についても示されたことから，国の財政支援の対象となる国民

健康保険税について，減免を行うこととし，減免申請書の提出期限の特例に係

る規定を改めることといたします。 

減免の対象となる国民健康保険税は，原則として令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に普通徴収の納期限又は特別徴収対象年金給付の支払

日が設定されている令和３年度分の国民健康保険税といたしますが，令和２年

度末に国民健康保険の資格を取得した者からの届出が令和３年３月以降になさ

れた場合は，令和２年度３月分の国民健康保険税に限り，同様に減免を行うこ

とといたします。 

なお，既に徴収しているものがある場合は，遡って減免を行うことといたし

ます。 
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○常総市国民健康保険税条例 

昭和３４年６月２８日 

条例第１３号 

（納税義務者） 

第１条 国民健康保険税は，国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課す

る。 

２ 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって，当該世帯内に国

民健康保険の被保険者である者がある場合においては，当該世帯主を国民健康

保険の被保険者である世帯主とみなして，国民健康保険税を課する。 

（課税額） 

第２条～第１１条 

（納期等） 

第１２条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は，次のとおりとす

る。 

第１期 ７月２０日から同月３１日まで 

第２期 ８月２０日から同月３１日まで 

第３期 ９月２０日から同月３０日まで 

第４期 １０月２０日から同月３１日まで 

第５期 １１月２０日から同月３０日まで 

第６期 １２月１７日から同月２６日まで 

第７期 翌年１月２０日から同月３１日まで 

第８期 翌年２月１８日から同月末日まで 

第９期 翌年３月２０日から同月３１日まで 

２ 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は，納税通知書に定めると

ころによる。 

３ 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期ごとの分割金額に１００円

未満の端数があるときは，その端数金額は，全て最初の納期に係る分割金額に

合算するものとする。 

（納税義務の発生，消滅等に伴う賦課） 

第１３条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には，その発生

した日の属する月から，月割をもって算定した第２条第１項の額（第２３条の

規定による減額が行われた場合には，同条の国民健康保険税の額とする。以下

この条において同じ。）を課する。 
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２～８ 略 

第１４条～第２３条の２ 

（国民健康保険税の減免） 

第２３条の３ 市長は，次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認

められるものに対し，国民健康保険税を減免する。 

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる

者 

(2) 当該年の所得が皆無となった者又はこれに準ずると認められる者 

(3) 次のいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過する月

までの間に限る。）の属する世帯の納税義務者 

ア 被保険者の資格を取得した日において，６５歳以上である者 

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において，次のいずれかに該当する

者（当該資格を取得した日において，高齢者の医療の確保に関する法律の

規定により被保険者となった者に限る。）の被扶養者であった者 

(ｱ) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定による被保険者（同

法第３条第２項の規定による日雇特例被保険者を除く。） 

(ｲ) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）の規定による被保険者 

(ｳ) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）又は地方公務

員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）に基づく共済組合の組

合員 

(ｴ) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）の規定による

私立学校教職員共済制度の加入者 

(ｵ) 健康保険法第１２６条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を

受け，その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至

るまでの間にある者（同法第３条第２項ただし書の規定による承認を

受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者

及び同法第１２６条第３項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を

返納した者を除く。） 

２ 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は，納期限ま

でに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 納期限及び税額 
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(3) 減免を受けようとする理由 

３ 第１項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は，その理由が消滅

した場合においては，直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

第２４条～第２５条 略 

（委任） 

第２６条 この条例に定めるほか，国民健康保険税の賦課徴収については，常総

市税条例（昭和３３年水海道市条例第１３号）の定めるところによる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は公布の日から施行し，昭和３４年度分の国民健康保険税から適用

する。 

２～１４ 

（平成２２年度以降の国民健康保険税の減免の特例） 

１５ 当分の間，平成２２年度以降の第２３条の３第１項第３号に規定する者の

国民健康保険税の減免については，同号中「該当する者（資格取得日の属する

月以後２年を経過する月までの間に限る。）」とあるのは，「該当する者」と

する。 

（新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免申請書の提出期限

の特例） 

１６ 当分の間，新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１

号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）の影響に

より第２３条の３第１項第１号に掲げる者に該当する者であって，市長が必要

と認めるものが国民健康保険税（令和元年度分及び令和２年度分及び令和３年

度分の国民健康保険税であって，令和２年２月１日から令和３年３月３１日令

和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に普通徴収の納期限（特別徴

収の場合にあっては，特別徴収対象年金給付の支払日）が設定されているもの

（令和２年１月令和３年２月以前分の国民健康保険税を除く。）に限る。）の

減免を受けようとする場合における同条第２項の規定による申請書の提出期限

は，同項の規定にかかわらず，市長が指定する日とする。 

中略 

附 則（令和２年条例第３７号） 
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（施行期日） 

１ この条例は，令和３年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市国民健康保険税条例の規定は，令和３年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し，令和２年度分までの国民健康保険税については，

なお従前の例による。 

附 則（令和３年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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◎議案第７号 財産の取得について 

 

本案は，かねてより推進してまいりましたアグリサイエンスバレー事業にお

いて，道の駅整備事業用地を取得するものです。道の駅整備事業用地は，常総

市常総インターチェンジ周辺地区土地区画整理組合が施行する土地区画整理事

業地の北側に位置し，市におきましては，常総インターチェンジ周辺という新

しい玄関口の効果を地域経済の活性化につなげる拠点施設とするべく道の駅整

備事業を進めております。 

常総市（仮称）道の駅常総の基本計画における施設概要は，敷地面積約２万

平方メートル，施設の規模は約２千平方メートル，駐車台数約２００台の規模

を計画しており，道の駅用地２万平方メートルについては，全てを購入するの

ではなく，官民連携事業のメリットを活かして，道の駅が公共施設であること

から，うち７千平方メートルを公共用地として同組合から提供（公共減歩）を

受けます。 

市では，道の駅整備事業用地全体面積の２万平方メートルに必要な残りの用

地，１万３千平方メートルの取得価格について不動産鑑定を実施し，同組合と

の間で協議を行いましたが，この度，道の駅整備事業用地として代金５億２千

万円で売買する同意を得ることができました。 

 この道の駅整備事業用地を取得することにつきましては，議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条に定める金額及び面積を

超えることから，地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決を

お願いいたします。 
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◎議案第８号 市道の路線の廃止について（西６０８号線）ほか１５議案 

 

 

 

 

 

  

 

⑯西６２９号線  

⑮西６２８号線 

 

⑬西６２６号線 

 

⑭西６２７号線 

 

⑦西６２０号線 

・石下総合
体育館 

・ 
ホームジョイ 
本田石下店 

 

⑥西６１９号線 

 
⑤西６１５号線 

 

⑩西６２３号線 

  

⑪西６２４号線 

 

⑫西６２５号線 

⑨西６２２号線 

  ⑧西６２１号線 

 
③西６１３号線 

 

②西６１２号線 
 

④西６１４号 鴻野山新田 

鴻野山 

・飯沼小学校 

主要地方道土浦境線 
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 議案番号 路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

① 議案第8号 西608 鴻野山191-1 鴻野山353-1 181.39 1.20 1.20 

② 議案第9号 西612 
鴻野山新田

104-1 
鴻野山432-1 171.04 2.40 1.50 

③ 議案第10号 西613 鴻野山418-1 鴻野山397 210.63   

④ 議案第11号 西614 鴻野山426-1 鴻野山442-1 210.99   

⑤ 議案第12号 西615 
鴻野山新田

138-1 
鴻野山654 592.86 6.20 1.00 

⑥ 議案第13号 西619 鴻野山464-1 鴻野山671 222.36 1.80 1.80 

⑦ 議案第14号 西620 鴻野山579 鴻野山663 295.06 1.80 1.20 

⑧ 議案第15号 西621 鴻野山465-1 鴻野山466 42.98   

⑨ 議案第16号 西622 鴻野山467-1 鴻野山474 106.17 3.07 1.80 

⑩ 議案第17号 西623 鴻野山535-1 鴻野山504-1 361.45 2.70 2.30 

⑪ 議案第18号 西624 鴻野山499 鴻野山483-1 141.70 2.00 2.00 

⑫ 議案第19号 西625 鴻野山478 鴻野山491 156.56 2.50 2.30 

⑬ 議案第20号 西626 鴻野山661 鴻野山561 228.36 2.00 1.50 

⑭ 議案第21号 西627 鴻野山650 鴻野山646 104.51   

⑮ 議案第22号 西628 鴻野山606 鴻野山611 60.01   

⑯ 議案第23号 西629 鴻野山610-1 鴻野山633 236.19 2.60 2.60 
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◎議案第２４号 市道の路線の認定について（西１２２６号線）ほか１５議案 

 

 

 

 

 

  

 

①西１２２６号線 

 

③西１２２８号線 

 

⑤西１２３０号

・石下総合
体育館 

・ 
ホームジョイ 
本田石下店 

 

⑥西１２３１号線 

 
⑩西１２３５号線 

 

⑦西１２３２号線 

 

⑫西１２３７号線 

 
⑮西１２４０号線 

 
⑯西１２４１号線 

 

⑭西１２３９号線 鴻野山新田 

鴻野山 
  

⑬西１２３８号線 

 

⑧西１２３３号線 

 

⑨西１２３４号線 

 

②西１２２７号線 

 

④西１２２９号線 

・飯沼小学校 

主要地方道土浦境線 
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 議案番号 路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

① 議案第24号 西1226 鴻野山1881 鴻野山681 613.00 6.00 6.00 

② 議案第25号 西1227 鴻野山839-2 鴻野山1878 102.00 5.00 5.00 

③ 議案第26号 西1228 鴻野山1931 鴻野山1872 144.00 5.00 5.00 

④ 議案第27号 西1229 鴻野山1933 鴻野山1936 45.00 5.00 5.00 

⑤ 議案第28号 西1230 鴻野山1971 鴻野山1966 116.00 5.00 5.00 

⑥ 議案第29号 西1231 鴻野山1986 鴻野山1968 74.00 5.00 5.00 

⑦ 議案第30号 西1232 鴻野山1882 鴻野山511-1 265.00 5.00 5.00 

⑧ 議案第31号 西1233 鴻野山1944 鴻野山1953 211.00 5.00 5.00 

⑨ 議案第32号 西1234 鴻野山1973 鴻野山1982 121.00 5.00 5.00 

⑩ 議案第33号 西1235 
鴻野山新田

138-1 
鴻野山1966 390.00 5.00 5.00 

⑪ 議案第34号 西1236 鴻野山191-1 鴻野山353-1 181.36 5.00 1.20 

⑫ 議案第35号 西1237 鴻野山1907 鴻野山369 35.00 5.00 5.00 

⑬ 議案第36号 西1238 鴻野山1915 鴻野山1906 176.00 5.00 5.00 

⑭ 議案第37号 西1239 鴻野山1998 鴻野山1996 92.00 5.00 5.00 

⑮ 議案第38号 西1240 鴻野山2008 鴻野山2004 134.00 5.00 5.00 

⑯ 議案第39号 西1241 
鴻野山新田

104-1 
鴻野山2005 190.00 5.00 5.00 
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◎議案第４０号 市道の路線の変更について（東５５２号線） 

変  更  前 

 

 

路 線 名 起 点 終 点 

東５５２ 

本豊田１００－１ 本豊田１１６ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

７４．６７ｍ ２．８０ｍ ２．８０ｍ 

 

  

小貝川 

・本豊田公民館 

東５５２号線 

セイコーマート・ 

常総本豊田店 

・ＪＡ常総ひかり

セレモニー 
豊橋 

本豊田 

長峰橋 
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変  更  後 

 

 

路 線 名 起 点 終 点 

東５５２ 

本豊田１００－１ 本豊田１０２ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

５１．００ｍ ２．８０ｍ ２．８０ｍ 

 

小貝川 

・本豊田公民館 

東５５２号線 

セイコーマート・ 

常総本豊田店 

・ＪＡ常総ひかり

セレモニー 
豊橋 

長峰橋 

本豊田 


